
審査・助成

消費者からの
情報提供の方法

［平成21年11月30日現在］

適格消費者団体、全国に7団体

10 11

消費者団体訴訟制度を活用し、消費者被害の拡大防止をは
かるため、（財）日本消費者協会、（社）日本消費生活アドバイ
ザー・コンサルタント協会、日本生活協同組合連合会の3団
体が、専門家・消費者団体に呼びかけて設立しました。

ホームページに情報提供コーナーを設置。ホームページへのアクセ
スが困難な方は電話での情報提供も可能です。

特定非営利活動法人 消費者機構日本 東京都千代田区六番町15　主婦会館プラザエフ6階

認定日｜平成19年8月23日

電話番号：03-5212-3066
［月～金（祝日除く） 10：00～17：00］

ホームページアドレス：

http://www.coj.gr.jp/

消費者からの
情報提供の方法

消費者や専門家で構成する消費者団体です。消費者が安全
で安心できる社会をめざしています。消費者の視点で市場
を監視し、行政・事業者との連携で消費者の権利が尊重され
る、公正な取引社会の実現に取り組んでいます。

ホームページの情報受付窓口または電話にて、情報提供ください。

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西 大阪府大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館

認定日｜平成19年8月23日

電話番号：06-6945-0729
［年末・年始・祝日を除く月～金 11：00～16：00］

ホームページアドレス：

http://www.kc-s.or.jp/

消費者からの
情報提供の方法

ひょうご消費者ネットは、兵庫県内の消費生活相談員、司法
書士、弁護士が中心となって2005年から活動しており、消
費者問題に関するシンポジウムの開催や事業者に対する不
当条項の是正申入れ活動などを活発に行っています。

下記ホームページに専用入力フォームによる通報ページを設置して
います。被害情報をお寄せ下さい。

特定非営利活動法人 ひょうご消費者ネット 兵庫県神戸市中央区元町通6-7-10　元町関西ビル3F

認定日｜平成20年5月28日

電話番号：078-361-7201
ホームページアドレス：

http://hyogo-c-net.com/

消費者からの
情報提供の方法

「埼玉・商品被害をなくす連絡会」として9年間活動し、
2004年11月にNPO法人格を取得、消費者・消費者団体・
専門家・行政と協力し、消費者被害の解決に向け、消費者の
視点を大切にして地域に根付いた活動を進めております。

ホームページの情報受付窓口または電話にて、情報提供ください。

特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-5　埼玉県生協連内

認定日｜平成21年3月5日

電話番号：048-844-8971
ホームページアドレス：

http://saitama-higainakusukai.or.jp/

消費者からの
情報提供の方法

全国に先駆けて、消費者団体訴訟（差止訴訟）第1号を提訴
するなど、公正な市場の実現と消費者被害の予防のための
活動をしています。今後とも、地域に密着した活動を行って
いきたいと思います。

ホームページにE-mailによる通報ページを設置しています。電話で
の情報提供も可能です。

特定非営利活動法人 京都消費者契約ネットワーク 京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町529番地ヒロセビル5F

認定日｜平成19年12月25日

電話番号：075-211-5920
［月・水・金 13：00～17：00］

ホームページアドレス：

http://www.kccn.jp/

消費者からの
情報提供の方法

消費者の権利擁護を目的として、消費者、消費者団体、消費
生活相談員、学者、弁護士、行政書士らが集まり1995年に
設立し、2003年に法人化いたしました。

不当な契約・不当な勧誘行為に関する情報提供は下記まで、お気軽
にご連絡ください。

特定非営利活動法人 消費者ネット広島 広島県広島市中区上八丁堀7-1　ハイオス広島312号

認定日｜平成20年1月29日

電話番号：082-222-9141
［月～金（祝日除く） 14：00～17：00］

ホームページアドレス：

http://www.shohinet-h.or.jp/

消費者からの
情報提供の方法

内閣総理大臣から許可された社団法人として、全国各地の
消費生活センター等で消費生活相談員をしている消費者問
題の専門家の団体です。消費者相談や消費者へのさまざま
な情報提供、さらには消費者被害の未然防止や被害救済の
ために積極的に活動しています。

［週末電話相談］あなたからのご一報をお待ちしております！

社団法人 全国消費生活相談員協会 東京都港区高輪3-13-22　国民生活センター内

認定日｜平成19年11月9日
東　京：03-3448-1409
［年末年始を除く毎週土・日の10：00～12：00／13：00～16：00］

大　阪：06-6203-7650
［年末年始を除く毎週日曜日の10：00～12：00／13：00～16：00］

北海道：011-612-7518
［年末年始を除く毎週土曜日の13：00～16：00］

ホームページアドレス：http://www.zenso.or.jp/

国民生活センター等に寄せられる消費者の苦情件数は1990年代初頭から増加傾向にあり、消費者被害は
とどまるところを知りません。高齢化社会を迎えさらに深刻な事態になるものと予想されます。
こうした消費者被害の未然防止・拡大防止を図るために適格消費者団体に差止請求権が付与されましたが、
適格消費者団体にとって訴訟費用の負担は大きく、団体訴訟制度の実効性を高めるためには財政支援が
重要になります。
そこで、NPO法人により消費者支援基金が運営されており、消費者支援基金で、企業や事業者、あるいは個
人の寄付金を募り、適格消費者団体の支援にあてられています。
消費者支援基金の助成活動を通じて、消費者団体訴訟制度が活かされ「より公正で公平な市場」が形作られ
ていくと考えられます。

企業 寄付

個人 寄付 助成対象活動が終了後、実施経過、
結果、助成金使用状況を報告。

消費者支援基金
適格消費者団体

報告

申請

〈団体による紹介〉

〈団体による紹介〉

〈団体による紹介〉

〈団体による紹介〉

〈団体による紹介〉

〈団体による紹介〉

〈団体による紹介〉

NPO法人
企業社会責任フォーラム

[連絡先]
TEL:03-5402-3435
HP:http://www.csr-forum.gr.jp

団体は、活動経費を会費や寄付などの収入でまかないます。
団体活動に賛同したい場合には、各団体への会員登録や寄付または消費者支援基金への寄付を
お願いします。

参考情
報

消費者支援基金って、なあに?


